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9月の税務と労務9月 （長月）SEPTEMBER
16日・敬老の日
22日・秋分の日
23日・振替休日

国　税／�8月分源泉所得税の納付�
� 9月10日

国　税／�7月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等）� 9月30日

国　税／�1月決算法人の中間申告�
� 9月30日

国　税／�10月、1月、4月決算法人
の消費税等の中間申告（年
3回の場合）� 9月30日

　登記事項証明書等における会社の代表取締役等の住所表示を、
市区町村までとすることができる措置。プライバシー保護のため
令和6年10月から開始します。設立登記の際などに手続きが行え
ますが、登記情報で代表者の住所を証明できず、金融機関の融資
等で不都合が生じる可能性があり、慎重な検討が必要です。
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を
し
て
い
る
状
態
で
「
含
み
損
」
を

抱
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
含
み
損
益
を
財
務
諸
表
に
反

映
さ
せ
る
こ
と
が
「
時
価
会
計
」
で

あ
り
、
毎
期
ご
と
に
評
価
・
検
討
し
、

評
価
損
益
と
い
う
形
で
財
務
諸
表
に

反
映
さ
れ
ま
す
。

簿
価
会
計
と
時
価
会
計
の
違
い

〇
簿
価
会
計

　

簿
価
と
は
、
金
融
資
産
を
取
得
し

た
時
の
原
価
の
こ
と
で
資
産
、負
債
、

資
本
の
評
価
額
は
都
度
、
帳
簿
に
記

帳
さ
れ
ま
す
。
時
価
会
計
が
導
入
さ

れ
る
前
は
簿
価
会
計
が
一
般
的
で
し

た
。
取
得
時
に
支
出
し
た
金
額
で
資

産
計
上
し
決
算
期
に
お
い
て
評
価
替

え
を
行
わ
な
い
「
取
得
原
価
主
義
」

を
基
礎
と
し
て
い
ま
し
た
。
取
得
原

価
主
義
を
採
用
す
る
理
由
は
、
未
実

現
の
利
益
ま
で
評
価
益
と
し
て
計
上

し
て
し
ま
う
と
、
可
処
分
所
得
と
し

て
株
主
配
当
で
資
金
が
社
外
流
出
し

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
、
必
要
以

上
に
企
業
の
資
金
繰
り
を
圧
迫
す
る

こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
そ
れ
を
防
ぐ

こ
と
が
目
的
で
す
。
資
産
評
価
を
一

義
的
に
す
る
こ
と
で
経
営
者
の
恣
意

的
な
資
産
評
価
を
封
じ
、
い
ざ
と
い

う
時
の
資
金
源
と
し
て
債
権
者
保
護

価
や
評
価
額
は
市
場
で
の
公
正
な
評

価
額
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
時

価
や
評
価
額
が
変
動
し
、
そ
の
時
期

に
応
じ
て
売
却
で
き
る
商
品
と
し
て

代
表
的
な
も
の
は
上
場
株
式
で
す
。

す
べ
て
の
資
産
を
時
価
に
直
す
必
要

は
な
く
、
売
買
目
的
有
価
証
券
な
ど

売
買
す
る
予
定
で
保
有
し
て
い
る
も

の
は
決
算
時
に
時
価
評
価
を
行
い
ま

す
。
長
期
的
に
考
え
て
売
買
す
る
可

能
性
が
あ
る
も
の
も
含
ま
れ
ま
す
。

一
方
、
満
期
保
有
の
目
的
債
権
な
ど

は
売
買
を
目
的
と
し
て
い
な
い
た
め
、

原
則
と
し
て
時
価
評
価
を
し
ま
せ
ん
。

ま
た
、
子
会
社
、
関
連
会
社
の
株
式

も
同
様
に
、
時
価
評
価
し
な
い
こ
と

が
一
般
的
で
す
。

〇
金
融
商
品
が
持
つ「
含
み
損
益
」

　

時
価
が
変
動
す
る
と
い
う
こ
と
は

金
融
商
品
の
評
価
額
も
常
に
変
動
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
取

得
価
額
と
時
価
評
価
額
と
の
間
に
必

ず
差
額
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

金
融
資
産
で
あ
る
「
上
場
株
式
」
は

株
式
市
場
で
株
価
が
日
々
変
化
し
て

お
り
、
購
入
価
額
よ
り
株
価
が
上
昇

し
た
り
下
落
し
た
り
し
ま
す
。
取
得

原
価
よ
り
株
価
が
上
昇
す
れ
ば
儲
け

が
出
る
状
態
で
こ
の
儲
け
が
「
含
み

益
」、
逆
に
株
価
が
下
落
す
れ
ば
損

　

時
価
会
計
と
は
、
株
式
な
ど
の
金

融
商
品
を
決
算
時
の
市
場
価
格
で
評

価
し
反
映
さ
せ
る
会
計
手
法
で
す
。

　

今
回
は
、
従
来
の
「
簿
価
会
計
」

と
「
時
価
会
計
」
の
違
い
は
何
か
、

時
価
会
計
を
導
入
す
る
メ
リ
ッ
ト
・

デ
メ
リ
ッ
ト
や
具
体
的
な
算
定
方
法

に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
い
き
ま
す
。

「
時
価
会
計
」と
は
？

　

時
価
会
計
と
は
、
取
得
原
価
主
義

で
計
上
し
た
資
産
の
う
ち
金
融
商
品

の
一
部
を
「
時
価
」
に
よ
り
再
評
価

す
る
会
計
手
法
で
す
。

〇
金
融
商
品
と
は

　

金
融
商
品
の
要
件
と
し
て
は
、
時

に
も
な
り
ま
す
。

〇
時
価
会
計

　

時
価
会
計
が
採
用
す
る
「
時
価
評

価
主
義
」
は
、
金
融
商
品
が
持
つ
決

算
時
点
に
お
け
る
「
含
み
損
益
」
ま

で
財
務
諸
表
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
取
得
時
は
、

簿
価
会
計
と
同
様
、
支
出
し
た
金
額

で
資
産
計
上
を
行
い
ま
す
。
決
算
時

点
で
帳
簿
価
額
の
評
価
替
え
を
行

い
、
取
得
時
の
簿
価
と
決
算
時
の
時

価
と
の
差
額
を
「
評
価
益
」
ま
た
は

「
評
価
損
」
と
し
て
損
益
計
算
書
に

計
上
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
未
確
定
の

損
益
を
見
越
し
計
上
す
る
こ
と
に
な

り
、
毎
期
ご
と
に
数
値
が
大
き
く
異

な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

時
価
会
計
の
メ
リ
ッ
ト

変
動
す
る
資
産
価
値
を
把
握
で
き
る

　

時
価
会
計
は
、
資
産
の
現
在
価
値

を
正
し
く
把
握
で
き
る
の
が
大
き
な

メ
リ
ッ
ト
で
す
。
金
融
商
品
は
市
場

の
影
響
を
受
け
や
す
く
、
仮
に
含
み

損
が
会
計
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
場

合
、
財
務
力
が
弱
ま
っ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
け
な
い
リ
ス
ク
が
生
じ
ま
す
。

不
動
産
や
億
単
位
の
金
融
商
品
は
含

み
損
に
よ
っ
て
大
き
な
債
務
超
過
に

陥
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
時
価
評
価
で

金
融
商
品
の

時
価
会
計　
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負
債
に
関
す
る
市
場
取
引
に
よ
る

価
格
等
を
用
い
る
技
法

②　

イ
ン
カ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
…
利

益
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
等
の
将

来
得
ら
れ
る
現
在
の
市
場
の
期
待

を
割
引
現
在
価
値
で
示
す
技
法

③　

コ
ス
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
…
資
産

を
再
調
達
す
る
場
合
に
現
在
必
要

な
コ
ス
ト
に
基
づ
く
技
法

〇
イ
ン
プ
ッ
ト

　

イ
ン
プ
ッ
ト
と
は
時
価
を
算
定
す

る
際
に
用
い
る
仮
定
の
こ
と
。
入
手

で
き
る
観
察
可
能
な
市
場
デ
ー
タ
に

基
づ
く
「
観
察
可
能
な
イ
ン
プ
ッ
ト
」

と
、
観
察
可
能
な
市
場
は
な
い
が
入

手
で
き
る
最
良
の
情
報
に
基
づ
く

「
観
察
で
き
な
い
イ
ン
プ
ッ
ト
」
に
よ

り
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。【
表
参
照
】

　

時
価
の
算
定
の
際
に
は
レ
ベ
ル
１

を
最
優
先
し
、
時
価
が
最
も
把
握
で

き
る
結
果
を
選
ぶ
こ
と
が
大
切
で

す
。

　

時
価
評
価
は
企
業
評
価
や
Ｍ
＆
Ａ

の
場
面
に
適
し
た
評
価
方
法
で
す
。

日
々
の
市
場
動
向
に
合
わ
せ
て
変
動

す
る
株
式
の
価
値
を
適
正
に
判
断
す

る
時
価
会
計
を
導
入
す
る
こ
と
で
、

企
業
評
価
は
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
。

時
価
会
計
の
流
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
確
定
的
に
な
っ

正
確
に
価
値
を
把
握
し
て
お
く
こ
と

が
大
切
で
す
。
ま
た
、
株
式
を
購
入

す
る
投
資
家
に
と
っ
て
は
早
い
段
階

で
企
業
の
損
益
予
想
を
行
う
こ
と
が

で
き
、
結
果
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
投
資

を
行
い
や
す
く
な
り
ま
す
。

時
価
会
計
の
デ
メ
リ
ッ
ト

財
務
評
価
に
ブ
レ
が
起
き
や
す
い

　

時
価
は
、
そ
の
資
産
を
仮
に
売
却

し
た
り
購
入
し
た
り
す
る
場
合
の
想

定
の
価
値
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
評
価

額
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
上
場
株
式

な
ど
は
時
価
が
わ
か
り
や
す
い
で
す

が
、
不
動
産
な
ど
は
時
価
が
変
動
し

や
す
く
、
そ
の
都
度
、
不
動
産
鑑
定

士
に
依
頼
し
て
正
確
な
評
価
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
決
算
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
た
ま
た
ま
相
場
の
状
況
が
良

か
っ
た
と
き
は
企
業
の
財
務
状
況
が

良
好
に
な
り
ま
す
が
、
価
値
が
暴
落

し
て
い
る
時
は
企
業
財
務
に
大
き
な

悪
影
響
が
及
び
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

時
価
会
計
を
導
入
す
る
と
、
企
業
の

業
績
と
関
係
な
く
財
務
評
価
に
ブ
レ

が
起
き
て
し
ま
い
ま
す
。

時
価
の
算
定
に
関
す
る

　

会
計
基
準
と
は
？

　

海
外
で
は
、
国
際
会
計
基
準
審
議

会
（
I
A
S
B
）
な
ど
が
定
め
た
時

価
会
計
と
、
そ
れ
に
伴
う
会
計
指
針

を
導
入
す
る
の
が
主
流
と
な
っ
て
い

ま
す
。
日
本
国
内
で
は
２
０
１
９
年

に
企
業
会
計
基
準
委
員
会
（
A
S
B

J
）
が
指
針
を
公
表
し
た
こ
と
を
機

に
、
資
産
価
値
が
変
動
す
る
金
融
商

品
を
所
有
し
時
価
会
計
で
処
理
す
る

企
業
が
ど
ん
ど
ん
増
加
し
て
い
ま
す
。

同
委
員
会
が
企
業
会
計
基
準
第
30
号

「
時
価
の
算
定
に
関
す
る
会
計
基

準
」、
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
第

31
号
「
時
価
の
算
定
に
関
す
る
会
計

基
準
の
適
用
指
針
」
等
を
公
表
し
ま

し
た
。
企
業
が
時
価
会
計
導
入
に
あ

た
っ
て
指
針
と
な
る
「
時
価
」
の
定

義
や
対
象
と
な
る
金
融
商
品
、
評
価

単
位
、
時
価
の
取
り
方
な
ど
が
詳
細

に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

時
価
会
計
の
算
定
方
法

　

時
価
会
計
で
は
、
時
価
の
評
価
に

あ
た
っ
て
十
分
な
デ
ー
タ
を
取
り
入

れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
時
価
の
算

定
は
、
評
価
技
法
と
イ
ン
プ
ッ
ト
と

呼
ば
れ
る
２
つ
の
要
素
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。

〇
評
価
技
法

①　

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
…

同
一
ま
た
は
類
似
の
資
産
ま
た
は

た
と
い
え
ま
す
が
、
企
業
に
と
っ
て

時
価
会
計
と
簿
価
会
計
を
状
況
に
応

じ
て
使
い
分
け
る
柔
軟
な
対
応
が
求

め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

レベル 内　　容 観察　
可能性 例

レベル１
時価算定日において企業が入手できる活発な
市場における同一の資産または負債に関する
相場価格であり調整されていないもの

〇
東京証券取引所
で取引される普
通株式

レベル２ 資産または負債の直接的または間接的に観察
可能なインプットのうちレベル１以外のもの 〇 保有する建物

レベル３
資産または負債のうち観察できないもの
関連性のある観察可能なインプットが入手で
きない場合に用いる

× 金利スワップ
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　「貸したお金が返ってこない」、「損害を
受けたのに賠償してくれない」というケー
スがあります。この場合、支払督促や訴訟
となりますが、仮に訴訟で勝訴しても相手
が任意で支払をしない場合、強制執行とな
ります。強制執行では、相手の財産を特定
する必要があります。不動産ならその不動
産の特定、預金や株式なら当該預金や株式
のある金融機関名とその支店名の特定が必
要。給与を差し押さえるなら勤務先情報が
必要となります。
　相手名義の不動産の有無は法務局へ、口
座情報は金融機関へ、勤務先情報は市町村
や日本年金機構などに対して、財産調査を
照会先ごとに手続きせねばならず、コスト
と時間がかかります。それでも相手の財産
が見つからなかった場合、訴訟や財産調査
の費用が無駄になってしまいます。
　この問題解決のため、債務者が持つ財産

を開示させる「財産開示手続き」という制
度があります。財産開示手続きは、債権者
の申立により債務者が財産開示期日に裁判
所に出頭し、債務者の財産状況を陳述する
手続きです。財産開示手続きは2020年に
法改正され利用しやすくなっています。か
つては、債務者が出頭しないまたは虚偽の
陳述をしたとしても30万円以下の過料の
み科され、差し押さえられるより不出頭の
方が債務者の支払額が少なく、前科にもな
らないため実効性が低く、利用が少ない状
況でした。
　しかし2020年の改正で、財産開示手続
きの罰則が「6か月以下の懲役または50万
円以下の罰金」と厳罰化され実効性が高ま
りました。また、「第三者からの情報取得
手続」が新設され、裁判所が金融機関や関
係行政機関等に問い合わせて債務者の預貯
金、不動産、給与債権などに関する情報の
開示を求めることができるようになりまし
た。財産開示手続きは債権回収の切り札と
して有効です。

財産開示手続き

　昨年の阪神タイガースの38年振りの日
本一は記憶に新しいですが、あるうつを患っ
た人が熱狂的なファンと一緒に阪神タイ
ガースを応援するうちにうつが治ったとい
います。カラオケで大熱唱、韓流スターの
推し活など何かに熱中する間に日常を忘れ
ることは、脳をリセットするという点で大
切です。
　山形県の40歳以上の男女1万7,152人
を5年以上経過観察した調査によると「月
に1回未満しか声を出して笑わない人」は
「週に1回以上声を出して笑っている人」と
比べ5年後に亡くなる確率が2倍近くにアッ
プしたそうです。反対に、泣くことも負の
感情を発散させる効果があります。シクシ
クではなく大泣きすることが有効です。映
画を観るなら映画館に、食事もテイクアウ
トではなくたまには高級レストランに行っ
てみるなど、非日常を味わうことも大切で
す。楽しむことこそが健康を招いてくれま
す。

大笑いをしよう！　
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企
業
に
お
い
て
被
害
者
に
も
加
害

者
に
も
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得
る
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今
一
度
、
パ
ス
ワ
ー
ド
の
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化
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二
段
階
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報
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切
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ィ
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切
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